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【 請 求 項 １ 】
　 デ ー タ 領 域 の 記 録 状 態 を 含 ん で い る 第 一 の 情 報 と 、
　 欠 陥 リ ス ト を 含 ん で い る 第 二 の 情 報 と 、
　 前 記 第 一 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 一 の ポ イ ン タ を 含 ん で い る 第 三 の 情 報 と
　 を 有 す る 第 一 の デ ー タ ブ ロ ッ ク を 格 納 す る 欠 陥 管 理 領 域 を 備 え た 、 記 録 媒 体 の デ ー タ 領
域 を 管 理 す る た め の デ ー タ 構 造 を 有 す る 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 一 の 情 報 は 、 記 録 単 位 ベ ー ス に よ り 記 録 単 位 上 の デ ー タ 領 域 の 記 録 状 態 を 示 す こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 一 の デ ー タ ブ ロ ッ ク は 、 少 な く と も １ つ の 記 録 単 位 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ２ に 記 載 の 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 三 の 情 報 は 、 前 記 第 二 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 二 の ポ イ ン タ を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 ア ド レ ス は 、 前 記 第 一 の 情 報 が 記 録 さ れ た 場 所 の 第 一 の 物 理 的 セ ク タ 番 号 で あ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 一 お よ び 第 二 の ポ イ ン タ は 、 前 記 第 三 の 情 報 が 記 録 さ れ る と 、 情 報 が 最 も 新 し い
情 報 で あ る 第 一 お よ び 第 二 の 情 報 を 識 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 記 録 媒 体
。
【 請 求 項 ７ 】
　 デ ー タ 領 域 の 記 録 状 態 を 含 ん で い る 第 一 の 情 報 と 、
　 欠 陥 リ ス ト を 含 ん で い る 第 二 の 情 報 と 、



　 前 記 第 一 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 一 の ポ イ ン タ を 含 ん で い る 第 三 の 情 報 と
　 を 有 す る 第 一 の デ ー タ ブ ロ ッ ク を 欠 陥 管 理 領 域 に お い て 記 録 す る ス テ ッ プ を 備 え た 、 記
録 媒 体 上 の 管 理 デ ー タ を 記 録 す る 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 三 の 情 報 は 、 前 記 第 二 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 二 の ポ イ ン タ を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 一 の ポ イ ン タ は 、 前 記 第 三 の 情 報 が 記 録 さ れ る と 、 第 一 お よ び 第 二 の 情 報 の 最 も
新 し い 情 報 を 識 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 デ ー タ 領 域 の 記 録 状 態 を 含 む 第 一 の 情 報 と 、
　 欠 陥 リ ス ト を 含 む 第 二 の 情 報 と 、
　 前 記 第 一 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 一 の ポ イ ン タ を 含 む 第 三 の 情 報 と
　 を 含 ん で お り 、 記 録 媒 体 の 欠 陥 管 理 領 域 に お い て 記 録 さ れ て い る 第 一 の デ ー タ ブ ロ ッ ク
に よ り 、 記 録 媒 体 上 に 記 録 さ れ た デ ー タ の 少 な く と も 一 部 分 を 再 生 成 す る ス テ ッ プ を 備 え
た 、 記 録 媒 体 か ら デ ー タ を 再 生 成 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 第 三 の 情 報 は 、 前 記 第 二 の 情 報 が 記 録 さ れ た ア ド レ ス を 示 す 第 二 の ポ イ ン タ を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 一 の ポ イ ン タ は 、 前 記 第 三 の 情 報 が 記 録 さ れ る と 、 第 一 お よ び 第 二 の 情 報 の 最 も
新 し い 情 報 を 識 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 方 法 。
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